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大分県
大規模園芸団地

大分県農林水産部 農林水産企画課
農業成長産業化推進班

ten plus

R8.3 月末

県内地方機関 窓口

▼ 別府市 / 杵築市 / 国東市 / 姫島村 / 日出町

大分県東部振興局 企画・農政班
国東市国東町安国寺 786-1（国東総合庁舎）
TEL. 0978-72-0409

▼ 大分市 / 臼杵市 / 津久見市 / 由布市

大分県中部振興局 企画・農政班
大分市府内町 3-10-1（大分県庁舎別館）
TEL. 097-506-5732

▼ 佐伯市

大分県南部振興局 企画・農政・就農班
佐伯市長島町 1-2-1（佐伯総合庁舎 ）
TEL. 0972-24-8645

▼ 竹田市 / 豊後大野市

大分県豊肥振興局 企画・農政班
竹田市大字竹田字山手 1501-2（竹田総合庁舎）
TEL. 0974-63-1172

▼ 日田市 / 九重町 / 玖珠町

大分県西部振興局 企画・農政班
日田市城町 1-1-10（日田総合庁舎）
TEL. 0973-22-2585

▼ 中津市 / 豊後高田市 / 宇佐市

大分県北部振興局 企画・農政班
宇佐市大字法鏡寺 235-1（宇佐総合庁舎）
TEL. 0978-32-1621

大規模園芸団地 全体窓口

大分県農林水産部 農林水産企画課 農業成長産業化推進班
大分県大分市大手町 3丁目 1番 1号 　TEL. 097-506-3552　FAX. 097-506-1757

MAIL. a15000@pref.oita.lg.jp

▶ 地域農業振興課 ........................................TEL. 097-506-3572 
▶ 新規就業・経営体支援課 .........................TEL. 097-506-3598 
▶ 企業参入・支援室.....................................TEL. 097-506-3587 
▶ 農地活用・営農推進課 .............................TEL. 097-506-3593 
▶ 園芸振興課 ................................................TEL. 097-506-3576
▶ 農地計画課 ................................................TEL. 097-506-3705
▶ 農地・農村整備課.....................................TEL. 097-506-3713
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県関係課室 窓口

https://www.pref.oita.jp/site/nourinsuisan/daikiboengeidanti.html

大規模園芸団地 10+プロジェクトの情報は
ホームページでもご覧いただけます

大分県　大規模園芸団地



　  生産者のメリット
① 圃場や各種施設の効率的な規格・配置
② 機械化やスマート機器活用による営農の省力化、高度化
③ 働きやすい環境整備による労働力確保
④ 複数品目、品種の導入による周年雇用
⑤ 大ロット生産による有利販売

　  地域のメリット
① 未利用農地の再生、有効活用
② 営農モデルとして新たな担い手を呼び込む好循環の実現
③ 生産額増加、雇用促進等による地域経済への波及効果
④ 農業従事者の増加による地域農業、周辺農地保全等への好影響
⑤ 交流人口増加等による地域連携・貢献

大分県 で 大規模園芸団地 に
チャレンジしてみませんか？

県内の大規模園芸団地

杵築市

ゆず団地

豊後高田市

白ねぎ団地

国東市

オリーブ団地

竹田市

スイートコーン
キャベツ団地

佐伯市

レモン団地

国東市

かぼす団地
※生成AIで作成したイメージです

大規模園芸団地 10+プロジェクト

おおいたの園芸をリードする「大規模園芸団地」のイメージ

担い手情報整理＝新規就農者や参入希望企業、規模拡大意
向生産者等の担い手情報を整理します。1

農地情報整理＝利用できる農地の場所や面積、水の有無や
道路の状況などを確認し、農地情報を整理します。2

マッチング検討＝担い手情報と農地情報をもとに、両者の
マッチング検討を行います。3

担い手と “農地” のマッチング＝担い手に対し実際に農地
紹介などを行います。4

担い手と“地区”のマッチング＝担い手を地区に紹介する
などマッチングを行います。5

地権者・現耕作者合意形成＝関係地権者や現耕作者の方
に農地利用の計画を説明し、同意をいただきます。6

基盤整備＝必要に応じて農地の区画整理、用水・排水整備、
農道整備、簡易な造成など、基盤の整備を進めます。7

機械・施設・新植支援等＝営農に必要な機械導入や施設
設備、果樹の新植支援等を進めます。8

営農開始＝スムーズな営農開始に向け、品目に応じた栽培
管理体系と流通・販売体制の整備を行います。9

営農定着支援等＝安心して営農を続けられるよう県、市
町、農業関係団体が連携してサポートします。10

STEP

大規模園芸団地の計画的整備の流れ　　農地の確保から営農開始まで切れ目なく支援していきます！

推進体制　　県、市町、農業関係団体が一体となった体制を整備し、支援していきます！

■ 大区画圃場 
■ かん水・排水設備
■ 農道 ■ 暗渠排水
■ 除礫・土層改良 等

■ 栽培ハウス
■ 果樹棚
■ 防風施設
■ 鳥獣柵 等

■ 機械庫 ■ 選果場
■ 冷蔵庫 ■ 堆肥舎
■ 休憩室 ■ 事務所
■ トイレ ■ 駐車場 等

■ 防除機（SS、ドローン）
■ 自動草刈り機
■ 収穫台車 等

■ 自動運転
■ 環境測定・制御
■ 遠隔監視 等

スマート機器の導入

付帯施設の整備と
労働環境整備

機械化・スマート化を
前提とした植栽方式

機械化一貫体系の実現
 高性能機械導入

作物に応じた
営農施設

　大分県では数ヘクタール規模のまとまった農地に、圃場の大区画化や用水施設の設置、農道拡
幅などを整備した大規模園芸団地の計画的整備を推進し、意欲ある担い手の参入や経営拡大を強
力に支援しています。
　こうした取組を通じて、より効率的で競争力の高い営農モデルを構築することにより、収益性
が高く地域・産地をけん引する力強い担い手を数多く育成・確保していきます。

とは？
担い手を後押しするプロジェクトを開始（令和 7年 2月～）

　県・市町・農業関係団体で構成された推進体制「農業成長産業化推進本部」のもと、
県内に概ね 10ha 以上の大規模園芸団地を 10年間（2024 ～ 33 年）に 10団地以上、
新たに整備することを目標に取組を進めています。

県農業成長産業化推進本部
役割　＝取組方針決定、情報共有、
　　　　取組事例の横展開　等
本部長＝農林水産部長
構成員＝17市町 副市町長
　　　　農業関係団体の長
事務局＝農林水産企画課

市町農業成長産業化推進本部
役割　＝各地区の事業推進、進捗管理、
　　　　課題抽出、解決策議論　等
本部長＝副市町長（または部課長）
構成員＝農業委員会 / 農業関係団体 / 
　　　　県振興局　等
事務局＝農政主務課

1

2

3

01 02

大規
模園芸団

地

10
＋プロジェ

クト

オーダーメイドの
基盤整備



　  生産者のメリット
① 圃場や各種施設の効率的な規格・配置
② 機械化やスマート機器活用による営農の省力化、高度化
③ 働きやすい環境整備による労働力確保
④ 複数品目、品種の導入による周年雇用
⑤ 大ロット生産による有利販売

　  地域のメリット
① 未利用農地の再生、有効活用
② 営農モデルとして新たな担い手を呼び込む好循環の実現
③ 生産額増加、雇用促進等による地域経済への波及効果
④ 農業従事者の増加による地域農業、周辺農地保全等への好影響
⑤ 交流人口増加等による地域連携・貢献

大分県 で 大規模園芸団地 に
チャレンジしてみませんか？

県内の大規模園芸団地

杵築市

ゆず団地

豊後高田市

白ねぎ団地

国東市

オリーブ団地

竹田市

スイートコーン
キャベツ団地

佐伯市

レモン団地

国東市

かぼす団地
※生成AIで作成したイメージです

大規模園芸団地 10+プロジェクト

おおいたの園芸をリードする「大規模園芸団地」のイメージ

担い手情報整理＝新規就農者や参入希望企業、規模拡大意
向生産者等の担い手情報を整理します。1

農地情報整理＝利用できる農地の場所や面積、水の有無や
道路の状況などを確認し、農地情報を整理します。2

マッチング検討＝担い手情報と農地情報をもとに、両者の
マッチング検討を行います。3

担い手と “農地” のマッチング＝担い手に対し実際に農地
紹介などを行います。4

担い手と“地区”のマッチング＝担い手を地区に紹介する
などマッチングを行います。5

地権者・現耕作者合意形成＝関係地権者や現耕作者の方
に農地利用の計画を説明し、同意をいただきます。6

基盤整備＝必要に応じて農地の区画整理、用水・排水整備、
農道整備、簡易な造成など、基盤の整備を進めます。7

機械・施設・新植支援等＝営農に必要な機械導入や施設
設備、果樹の新植支援等を進めます。8

営農開始＝スムーズな営農開始に向け、品目に応じた栽培
管理体系と流通・販売体制の整備を行います。9

営農定着支援等＝安心して営農を続けられるよう県、市
町、農業関係団体が連携してサポートします。10

STEP

大規模園芸団地の計画的整備の流れ　　農地の確保から営農開始まで切れ目なく支援していきます！

推進体制　　県、市町、農業関係団体が一体となった体制を整備し、支援していきます！

■ 大区画圃場 
■ かん水・排水設備
■ 農道 ■ 暗渠排水
■ 除礫・土層改良 等

■ 栽培ハウス
■ 果樹棚
■ 防風施設
■ 鳥獣柵 等

■ 機械庫 ■ 選果場
■ 冷蔵庫 ■ 堆肥舎
■ 休憩室 ■ 事務所
■ トイレ ■ 駐車場 等

■ 防除機（SS、ドローン）
■ 自動草刈り機
■ 収穫台車 等

■ 自動運転
■ 環境測定・制御
■ 遠隔監視 等

スマート機器の導入

付帯施設の整備と
労働環境整備

機械化・スマート化を
前提とした植栽方式

機械化一貫体系の実現
 高性能機械導入

作物に応じた
営農施設

　大分県では数ヘクタール規模のまとまった農地に、圃場の大区画化や用水施設の設置、農道拡
幅などを整備した大規模園芸団地の計画的整備を推進し、意欲ある担い手の参入や経営拡大を強
力に支援しています。
　こうした取組を通じて、より効率的で競争力の高い営農モデルを構築することにより、収益性
が高く地域・産地をけん引する力強い担い手を数多く育成・確保していきます。

とは？
担い手を後押しするプロジェクトを開始（令和 7年 2月～）

　県・市町・農業関係団体で構成された推進体制「農業成長産業化推進本部」のもと、
県内に概ね 10ha 以上の大規模園芸団地を 10年間（2024 ～ 33 年）に 10団地以上、
新たに整備することを目標に取組を進めています。

県農業成長産業化推進本部
役割　＝取組方針決定、情報共有、
　　　　取組事例の横展開　等
本部長＝農林水産部長
構成員＝17市町 副市町長
　　　　農業関係団体の長
事務局＝農林水産企画課

市町農業成長産業化推進本部
役割　＝各地区の事業推進、進捗管理、
　　　　課題抽出、解決策議論　等
本部長＝副市町長（または部課長）
構成員＝農業委員会 / 農業関係団体 / 
　　　　県振興局　等
事務局＝農政主務課

1

2

3

01 02

大規
模園芸団

地

10
＋プロジェ

クト

オーダーメイドの
基盤整備



大規模園芸団地整備に係る取組STEPごとの事業一覧
★ 国庫活用型　　☆県単活用型

↓STEP2～9＝P2掲載のpoint 2をご確認ください

●大規模園芸団地のスマート技術
実証（ドローン防除、自動除草ロ
ボット など）
●スマート技術導入に向けた専門
家派遣 など

スマート農林水産業
普及高度化支援事業

スマート機器
導入に向けた
実証、専門家
派遣

県 地域農業
振興課10/10

農業体質強化基盤整
備促進事業
［農地耕作条件改善
　事業、畑作等促進
　整備事業］
おおいた園芸産地づ
くり支援事業

園芸施設、機械
導入

●ハード 200 万円以上　
●受益者２者以上
●農地中間管理機構との
連携や地域計画策定 など

産地拡大推進品目 など

地域担い手支援品目 など

市町
等

認定
農業者
等

農地計画課
農地・
農村整備課
園芸振興課

園芸振興課

●区画整理、暗渠排水、土層改良、用
排水施設、農作業道、営農環境整備  
ほか
●果樹棚、ハウス、機械リース  ほか

園芸産地づくり計画に基づく栽培
施設整備 など

50％
〜

67.5％

14％
〜
15％

13％
〜

22.5％

0％
〜
23％

1/2
等

1/2
等

1/4

1/10
等

1/5

1/12
等

1/10
等

3/10
等

1/4 1/2
等

5/12
等

4/5
等

●概ね30ha以上の地域計
画ブラッシュアップ重点
モデル地区
●全農地に受け手を位置
付け、そのうち80%以上
を中核的経営体に集積

農地利用意向を調査・調整し、担い
手農地集積の目標地図を作成した
地区に交付
交付額 ▶ 30 万円 / 地区

地域計画ブラッシュ
アップ推進事業

農地の意向調
査、利用調整

地域計画
組織

農地活用・
営農推進課10/10

－

－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ －

－

事業要件 担当課室事業主体事業内容支援策 事業名
［国事業名］ 国

補助率・負担区分
県 市町 その他

STEP

2

STEP

3
4
5
6

STEP

7

STEP

8

STEP

8
園芸基幹品目の一定以上
の拡大かつ売上 1,500 万
円以上の見込み など

●他用途に使用されない
もの
●導入後の適正利用
●ほ場又は隣接地に設置 
など
●産地拡大推進品目
●建物は概ね 100 ㎡以上
/棟 など

●産地拡大推進品目
●集出荷施設と一体的整
備 など

●産地拡大推進品目
●規模拡大に伴う栽培施
設整備等と一体的整備  
など

●原料供給事業者、肥料
製造事業者、肥料利用者
とで連携計画を作成
●市・県関係機関の支援
がある など

栽培施設整備、機械導入 など

地域計画の実現のため必要な施設
導入 など

集出荷施設の整備 など

集出荷施設の整備 など

園芸基幹品目産地づ
くり加速化事業

［農地利用効率化等
　支援交付金］

おおいた園芸産地づ
くり支援事業
［産地生産基盤パワー  
  アップ事業 など］
おおいた園芸産地づ
くり支援事業
［産地生産基盤パワー
  アップ事業 など］

園芸産地づくり計画に基づく栽培
施設整備 など

園芸産地づくり計画に基づく栽培
施設整備 など

国内資源由来肥料の流通保管施設
整備 など

おおいた園芸産地づ
くり支援事業

おおいた園芸産地づ
くり支援事業

酷暑に対応するための遮光資材等
の導入

園芸品目に対する、簡易排水対策、
集水桝設置、緑肥導入、圃場均平化

スマート機器の導入 ①自動操舵・
直進アシストシステム ②自動除草
ロボット、リモコン式草刈機 ③統
合環境制御装置 など
県費上限 ▶ １,000 千円 / 事業主体

企業の農業参入にかかる施設整備 
（トラクター等導入、集出荷施設改
修）など

加工・業務用農産物の栽培に向け
た機械導入（トラクター、収獲機、農
業用ドローン、ホイールローダー、
鉄コンテナ など）

園芸作物高温対策推
進事業

園芸産地づくり計画
策定・推進事業

スマート農林水産業
普及高度化支援事業

企業等農業参入推進
事業

食品企業連携産地拡
大推進事業

［国内肥料資源利用
　拡大対策事業］

園芸施設、機械
導入

遮光資材等の
導入

土層改良
▶ 営農排水、
緑肥
スマート機器
の導入

参入企業の機
械導入、施設改
修

食品・加工企
業連携の機械
導入

認定
農業者
等

認定
農業者
等

認定
農業者
等
認定
農業者
等
認定
農業者
等

認定
農業者
等

①②
認定

農業者、生
産者

組織  など
③

JA、全農、
食品・加工
企業  など

参入企業

JA
全農
公社
等

JA、
農業者の
組織する
団体等

地域計画
に位置付
けられた
認定
農業者等

園芸振興課

地域農業
振興課

企業参入・
支援室

企業参入・
支援室

事業要件 担当課室事業主体事業内容支援策 事業名
［国事業名］ 国

補助率・負担区分
県 市町 その他

1/2
等

1/2

3/10

1/3

1/4

1/8
等

1/8
等

1/4
等

1/3 1/3

7/10

1/10 1/10 3/10

JA
全農
公社
等

1/2

1/2

1/10 1/10

1/4

3/10

1/3

定額

1/6 1/2

1/3

①1/4
②1/3
③1/3

①1/4
②1/3
③ －

①1/2
②1/3
③2/3

1/6 1/2

1/3 1/6 1/2

1/2

●産地拡大推進品目
●規模拡大に加え、畜産
農家との供給計画の作成  
など

緑肥作物を概ね 10a 以上
作付け など

受益面積 ▶ ①概ね１ha以
上　②自動除草ロボット
＝概ね30a以上、リモコ
ン式草刈り機＝畦畔概ね
１ha以上　③概ね10a以
上  など
●機械導入は目標売上高
１億円以上
●施設改修は目標売上高
５千万円以上 など
●園芸産地づくり計画（加
工・業務用）に基づく取組
●食品・加工企業と協定
を締結
●①②は、3年後に所定の
販売額増加又は面積拡大
が見込まれる
●③は10ha以上の拡大、
導入機械等を利用し作業受
託またはレンタルを実施

高温の影響を受ける品目 
など

1/4 1/4 1/2

1/2

機
械
倉
庫

選
果
場

冷
蔵
庫

堆
肥
舎

STEP

9

▶ 地域計画＝担い手不足等に伴う耕作放棄地の増加に対応するため、地域住民や農業者が話し合い、約10年後の農地利用の「目標地図」をまとめた計画
▶ 園芸産地づくり計画＝マーケットニーズに即した園芸品目を育成するため、市町が主体となり生産者や関係機関と連携して生産・拡大に取り組む計画
▶ 園芸団地化プラン＝市町における10年先を見越した大規模園芸団地の構想

▶ 産地拡大推進品目＝市町の「園芸産地づくり計画」に位置付けられ、生産者と農協等が市町とともに産地拡大を図る園芸品目
▶ 園芸基幹品目＝産地拡大推進品目のうちマーケットニーズが高く多様な経営体の参入・拡大が県域で見込まれる品目
▶ 地域担い手支援品目＝意欲ある生産者が戦略的な生産拡大に取り組む園芸品目

－ －

園芸団地化プランの作成
及び具現化に取り組む

市町農業成長産業化推進本部の園
芸団地化プラン作成等を支援

営農・基盤整備計画策定に向けた
各種調査・実証 など

大規模園芸団地候補地の水源調査
（電気探査、ボーリング など）

大規模園芸団地整備
促進事業

園芸団地化プ
ランの策定、
実行の支援

市町

県

県

農林水産企画課

農林水産企画課

農林水産企画課
農地計画課

10/10

1/2

1/2

1/2

1/2

－

－ －

－ － －

－ － －

－－ －

●園芸団地化プランで定
めた用途の１ha以上のま
とまった農用地
●農地中間管理機構の利
用権設定10年以上 など
●ハードメニュー（200
万円以上）の実施
●受益者は農業者２者以上
●各年度６カ月以上の事
業実施  など
●ハードメニュー（別途
要件あり）の実施
●基盤整備の採択前２年
分を採択後に助成可能 など

●受益面積２ha未満 
●のちの基盤整備計画あ
り など

市町
等

市町
等

新規参入
企業

農林水産企画課
農地活用・
営農推進課

園芸振興課

農地・
農村整備課

農地計画課
農地・
農村整備課

大規模園芸団地用のまとまった農
用地を農地中間管理機構に集積し
た地域に交付
交付額 ▶ ３万円/10a、上限600万円
/地区
事業採択地区での権利関係・農家
意向等の調査・調整活動
交付額 ▶ 300 万円 / 年度 × 最大５
年間＝1,500 万円を上限

事業採択地区での農家意向・土地
利用等の調査・調整活動
交付額 ▶ 基準額 × 事業実施年度を
上限　基準額 ▶ 60ha 未満＝150 万
円、60ha 以上 200ha 未満＝200 万
円、200ha 以上 ＝400 万円
本格整備に先行し、一部で行う簡易
ほ場整備（土壌調査、簡易基盤整備、
獣害柵、果樹棚、潅水※水源除く）

大規模園芸団地用農
地確保推進交付金

おおいた園芸産地づ
くり支援事業

農業経営高度化支援
事業
［農地耕作条件改善
　事業、畑作等促進
　整備事業］
農業経営高度化支援
事業
［農地中間管理機構
　関連農地整備事業 
　など］

園芸団地化プ
ラン策定地区
の農地集積・
集約化

先行的な小規
模簡易基盤整
備（果樹）

地区や地権者、
現耕作者の同
意取得
▶ 専任者雇用
▶ 地元活動支援

市町

定額

50％
〜
55％

20％
〜
25％

10/10

25％

1/3 1/3

●受益面積２ha以上
●受益者２者以上 など

●ハード200万円以上　
●受益者２者以上
●農地中間管理機構との
連携や地域計画策定 など

市町
等

農地計画課
農地・
農村整備課
園芸振興課

農地計画課
農地・
農村整備課
園芸振興課

●区画整理､暗渠排水、土層改良、用
排水施設、農道 ほか
●湧水処理、不陸均平、果樹棚、ハウ
ス、機械リース ほか

●区画整理、暗渠排水、土層改良、用
排水施設、農道 ほか
●湧水処理、不陸均平、果樹棚、ハウ
ス、機械リース ほか

●区画整理、暗渠排水、土層改良、用
排水施設、農作業道、営農環境整備  
ほか
●果樹棚、ハウス、機械リース  ほか

畑地帯総合整備事業
［農地中間管理機構
　関連農地整備事業、
　農地耕作条件改善
　事業 など］

水田畑地化推進基盤
整備事業
［農業競争力強化農
　地整備事業、農地
　中間管理機構関連
　農地整備事業、農
　地耕作条件改善事
　業 など］

農業体質強化基盤整
備促進事業
［農地耕作条件改善
　事業、畑作等促進
　整備事業］

畑の整備

水田の整備

50％
〜

62.5％

50％
〜

67.5％

14％
〜
15％

13％
〜

22.5％

0％
〜

12.5％

0％
〜
23％

27.5％ 10％県

●受益面積２ha以上
●受益者２者以上
●事業完了時と完了後５
年以内の畑地化目標率を
設定 など

農地計画課
農地・
農村整備課
園芸振興課

50％
〜

62.5％

0％
〜

12.5％

27.5％
〜
29％

10％
〜
11％

県

1/3

－－

－

－

－

－ －

－

－

－ －

園芸産地づくり計画の策
定や実行の取組 など

10/10

市町による園芸産地づくり計画の
策定・推進

園芸産地づくり計画
策定・推進事業

園芸産地づく
り計画の策定、
実行の支援

市町

県
園芸振興課

栽培候補地の土壌調査

1/2 1/2

－ －

－ －

－

－

－

－

－

－－

－－

－

－

●加工・業務用農産物の栽培に向
けた機械レンタル、土壌分析、生
産経費（種苗、肥料、農薬等）など
補助上限 ▶ 50千円/10a、10haまで

就労環境改善に係る装備・施設の
導入

優良品目・品種の新植
かんきつ類＝ 21 万円 / 10a
その他主要果樹＝15万円 /10a
未収益期間支援＝22万円 /10a

食品企業連携産地拡
大推進事業

大分県農林水産業就
労環境改善事業

［果樹経営支援対策
　事業 など］

就労環境整備
▶ 休憩室、トイ
レ、駐車場 など

果樹の新植

食品・加工企
業連携の取組
▶ 機械レンタ
ル、土壌分析、
生産経費 など

認定
農業者、
生産者
組織
等

農業法人
等

認定
農業者
等

企業参入・
支援室

園芸振興課

新規就業・
経営体支援課

1/2

1/2
等

1/2
等

1/2

●令和６年度以降に大規
模園芸団地で営農開始し
た経営体
●売上3,000万円以上（見
込含）  など
●概ね2a以上
●地域産地協議会の産地
計画に位置づけ　
●地域計画に位置づけ など
●園芸産地づくり計画（加
工・業務用）に基づく取組
●1 品目当たりの栽培面
積が 0.3ha 以上
●食品・加工企業と契約
締結及び３年後 3ha 以上
の拡大計画を策定 など

定額

0403



大規模園芸団地整備に係る取組STEPごとの事業一覧
★ 国庫活用型　　☆県単活用型

↓STEP2～9＝P2掲載のpoint 2をご確認ください

●大規模園芸団地のスマート技術
実証（ドローン防除、自動除草ロ
ボット など）
●スマート技術導入に向けた専門
家派遣 など

スマート農林水産業
普及高度化支援事業

スマート機器
導入に向けた
実証、専門家
派遣

県 地域農業
振興課10/10

農業体質強化基盤整
備促進事業
［農地耕作条件改善
　事業、畑作等促進
　整備事業］
おおいた園芸産地づ
くり支援事業

園芸施設、機械
導入

●ハード 200 万円以上　
●受益者２者以上
●農地中間管理機構との
連携や地域計画策定 など

産地拡大推進品目 など

地域担い手支援品目 など

市町
等

認定
農業者
等

農地計画課
農地・
農村整備課
園芸振興課

園芸振興課

●区画整理、暗渠排水、土層改良、用
排水施設、農作業道、営農環境整備  
ほか
●果樹棚、ハウス、機械リース  ほか

園芸産地づくり計画に基づく栽培
施設整備 など

50％
〜

67.5％

14％
〜
15％

13％
〜

22.5％

0％
〜
23％

1/2
等

1/2
等

1/4

1/10
等

1/5

1/12
等

1/10
等

3/10
等

1/4 1/2
等

5/12
等

4/5
等

●概ね30ha以上の地域計
画ブラッシュアップ重点
モデル地区
●全農地に受け手を位置
付け、そのうち80%以上
を中核的経営体に集積

農地利用意向を調査・調整し、担い
手農地集積の目標地図を作成した
地区に交付
交付額 ▶ 30 万円 / 地区

地域計画ブラッシュ
アップ推進事業

農地の意向調
査、利用調整

地域計画
組織

農地活用・
営農推進課10/10

－

－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ －

－

事業要件 担当課室事業主体事業内容支援策 事業名
［国事業名］ 国

補助率・負担区分
県 市町 その他

STEP

2

STEP

3
4
5
6

STEP

7

STEP

8

STEP

8
園芸基幹品目の一定以上
の拡大かつ売上 1,500 万
円以上の見込み など

●他用途に使用されない
もの
●導入後の適正利用
●ほ場又は隣接地に設置 
など
●産地拡大推進品目
●建物は概ね 100 ㎡以上
/棟 など

●産地拡大推進品目
●集出荷施設と一体的整
備 など

●産地拡大推進品目
●規模拡大に伴う栽培施
設整備等と一体的整備  
など

●原料供給事業者、肥料
製造事業者、肥料利用者
とで連携計画を作成
●市・県関係機関の支援
がある など

栽培施設整備、機械導入 など

地域計画の実現のため必要な施設
導入 など

集出荷施設の整備 など

集出荷施設の整備 など

園芸基幹品目産地づ
くり加速化事業

［農地利用効率化等
　支援交付金］

おおいた園芸産地づ
くり支援事業
［産地生産基盤パワー  
  アップ事業 など］
おおいた園芸産地づ
くり支援事業
［産地生産基盤パワー
  アップ事業 など］

園芸産地づくり計画に基づく栽培
施設整備 など

園芸産地づくり計画に基づく栽培
施設整備 など

国内資源由来肥料の流通保管施設
整備 など

おおいた園芸産地づ
くり支援事業

おおいた園芸産地づ
くり支援事業

酷暑に対応するための遮光資材等
の導入

園芸品目に対する、簡易排水対策、
集水桝設置、緑肥導入、圃場均平化

スマート機器の導入 ①自動操舵・
直進アシストシステム ②自動除草
ロボット、リモコン式草刈機 ③統
合環境制御装置 など
県費上限 ▶ １,000 千円 / 事業主体

企業の農業参入にかかる施設整備 
（トラクター等導入、集出荷施設改
修）など

加工・業務用農産物の栽培に向け
た機械導入（トラクター、収獲機、農
業用ドローン、ホイールローダー、
鉄コンテナ など）

園芸作物高温対策推
進事業

園芸産地づくり計画
策定・推進事業

スマート農林水産業
普及高度化支援事業

企業等農業参入推進
事業

食品企業連携産地拡
大推進事業

［国内肥料資源利用
　拡大対策事業］

園芸施設、機械
導入

遮光資材等の
導入

土層改良
▶ 営農排水、
緑肥
スマート機器
の導入

参入企業の機
械導入、施設改
修

食品・加工企
業連携の機械
導入

認定
農業者
等

認定
農業者
等

認定
農業者
等
認定
農業者
等
認定
農業者
等

認定
農業者
等

①②
認定

農業者、生
産者

組織  など
③

JA、全農、
食品・加工
企業  など

参入企業

JA
全農
公社
等

JA、
農業者の
組織する
団体等

地域計画
に位置付
けられた
認定
農業者等

園芸振興課

地域農業
振興課

企業参入・
支援室

企業参入・
支援室

事業要件 担当課室事業主体事業内容支援策 事業名
［国事業名］ 国

補助率・負担区分
県 市町 その他

1/2
等

1/2

3/10

1/3

1/4

1/8
等

1/8
等

1/4
等

1/3 1/3

7/10

1/10 1/10 3/10

JA
全農
公社
等

1/2

1/2

1/10 1/10

1/4

3/10

1/3

定額

1/6 1/2

1/3

①1/4
②1/3
③1/3

①1/4
②1/3
③ －

①1/2
②1/3
③2/3

1/6 1/2

1/3 1/6 1/2

1/2

●産地拡大推進品目
●規模拡大に加え、畜産
農家との供給計画の作成  
など

緑肥作物を概ね 10a 以上
作付け など

受益面積 ▶ ①概ね１ha以
上　②自動除草ロボット
＝概ね30a以上、リモコ
ン式草刈り機＝畦畔概ね
１ha以上　③概ね10a以
上  など
●機械導入は目標売上高
１億円以上
●施設改修は目標売上高
５千万円以上 など
●園芸産地づくり計画（加
工・業務用）に基づく取組
●食品・加工企業と協定
を締結
●①②は、3年後に所定の
販売額増加又は面積拡大
が見込まれる
●③は10ha以上の拡大、
導入機械等を利用し作業受
託またはレンタルを実施

高温の影響を受ける品目 
など

1/4 1/4 1/2

1/2

機
械
倉
庫

選
果
場

冷
蔵
庫

堆
肥
舎
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▶ 地域計画＝担い手不足等に伴う耕作放棄地の増加に対応するため、地域住民や農業者が話し合い、約10年後の農地利用の「目標地図」をまとめた計画
▶ 園芸産地づくり計画＝マーケットニーズに即した園芸品目を育成するため、市町が主体となり生産者や関係機関と連携して生産・拡大に取り組む計画
▶ 園芸団地化プラン＝市町における10年先を見越した大規模園芸団地の構想

▶ 産地拡大推進品目＝市町の「園芸産地づくり計画」に位置付けられ、生産者と農協等が市町とともに産地拡大を図る園芸品目
▶ 園芸基幹品目＝産地拡大推進品目のうちマーケットニーズが高く多様な経営体の参入・拡大が県域で見込まれる品目
▶ 地域担い手支援品目＝意欲ある生産者が戦略的な生産拡大に取り組む園芸品目

－ －

園芸団地化プランの作成
及び具現化に取り組む

市町農業成長産業化推進本部の園
芸団地化プラン作成等を支援

営農・基盤整備計画策定に向けた
各種調査・実証 など

大規模園芸団地候補地の水源調査
（電気探査、ボーリング など）

大規模園芸団地整備
促進事業

園芸団地化プ
ランの策定、
実行の支援

市町

県

県

農林水産企画課

農林水産企画課

農林水産企画課
農地計画課

10/10

1/2

1/2

1/2

1/2

－

－ －

－ － －

－ － －

－－ －

●園芸団地化プランで定
めた用途の１ha以上のま
とまった農用地
●農地中間管理機構の利
用権設定10年以上 など
●ハードメニュー（200
万円以上）の実施
●受益者は農業者２者以上
●各年度６カ月以上の事
業実施  など
●ハードメニュー（別途
要件あり）の実施
●基盤整備の採択前２年
分を採択後に助成可能 など

●受益面積２ha未満 
●のちの基盤整備計画あ
り など

市町
等

市町
等

新規参入
企業

農林水産企画課
農地活用・
営農推進課

園芸振興課

農地・
農村整備課

農地計画課
農地・
農村整備課

大規模園芸団地用のまとまった農
用地を農地中間管理機構に集積し
た地域に交付
交付額 ▶ ３万円/10a、上限600万円
/地区
事業採択地区での権利関係・農家
意向等の調査・調整活動
交付額 ▶ 300 万円 / 年度 × 最大５
年間＝1,500 万円を上限

事業採択地区での農家意向・土地
利用等の調査・調整活動
交付額 ▶ 基準額 × 事業実施年度を
上限　基準額 ▶ 60ha 未満＝150 万
円、60ha 以上 200ha 未満＝200 万
円、200ha 以上 ＝400 万円
本格整備に先行し、一部で行う簡易
ほ場整備（土壌調査、簡易基盤整備、
獣害柵、果樹棚、潅水※水源除く）

大規模園芸団地用農
地確保推進交付金

おおいた園芸産地づ
くり支援事業

農業経営高度化支援
事業
［農地耕作条件改善
　事業、畑作等促進
　整備事業］
農業経営高度化支援
事業
［農地中間管理機構
　関連農地整備事業 
　など］

園芸団地化プ
ラン策定地区
の農地集積・
集約化

先行的な小規
模簡易基盤整
備（果樹）

地区や地権者、
現耕作者の同
意取得
▶ 専任者雇用
▶ 地元活動支援

市町

定額

50％
〜
55％

20％
〜
25％

10/10

25％

1/3 1/3

●受益面積２ha以上
●受益者２者以上 など

●ハード200万円以上　
●受益者２者以上
●農地中間管理機構との
連携や地域計画策定 など

市町
等

農地計画課
農地・
農村整備課
園芸振興課

農地計画課
農地・
農村整備課
園芸振興課

●区画整理､暗渠排水、土層改良、用
排水施設、農道 ほか
●湧水処理、不陸均平、果樹棚、ハウ
ス、機械リース ほか

●区画整理、暗渠排水、土層改良、用
排水施設、農道 ほか
●湧水処理、不陸均平、果樹棚、ハウ
ス、機械リース ほか

●区画整理、暗渠排水、土層改良、用
排水施設、農作業道、営農環境整備  
ほか
●果樹棚、ハウス、機械リース  ほか

畑地帯総合整備事業
［農地中間管理機構
　関連農地整備事業、
　農地耕作条件改善
　事業 など］

水田畑地化推進基盤
整備事業
［農業競争力強化農
　地整備事業、農地
　中間管理機構関連
　農地整備事業、農
　地耕作条件改善事
　業 など］

農業体質強化基盤整
備促進事業
［農地耕作条件改善
　事業、畑作等促進
　整備事業］

畑の整備

水田の整備

50％
〜

62.5％

50％
〜

67.5％

14％
〜
15％

13％
〜

22.5％

0％
〜

12.5％

0％
〜
23％

27.5％ 10％県

●受益面積２ha以上
●受益者２者以上
●事業完了時と完了後５
年以内の畑地化目標率を
設定 など

農地計画課
農地・
農村整備課
園芸振興課

50％
〜

62.5％

0％
〜

12.5％

27.5％
〜
29％

10％
〜
11％

県

1/3

－－

－

－

－

－ －

－

－

－ －

園芸産地づくり計画の策
定や実行の取組 など

10/10

市町による園芸産地づくり計画の
策定・推進

園芸産地づくり計画
策定・推進事業

園芸産地づく
り計画の策定、
実行の支援

市町

県
園芸振興課

栽培候補地の土壌調査

1/2 1/2

－ －

－ －

－

－

－

－

－

－－

－－

－

－

●加工・業務用農産物の栽培に向
けた機械レンタル、土壌分析、生
産経費（種苗、肥料、農薬等）など
補助上限 ▶ 50千円/10a、10haまで

就労環境改善に係る装備・施設の
導入

優良品目・品種の新植
かんきつ類＝ 21 万円 / 10a
その他主要果樹＝15万円 /10a
未収益期間支援＝22万円 /10a

食品企業連携産地拡
大推進事業

大分県農林水産業就
労環境改善事業

［果樹経営支援対策
　事業 など］

就労環境整備
▶ 休憩室、トイ
レ、駐車場 など

果樹の新植

食品・加工企
業連携の取組
▶ 機械レンタ
ル、土壌分析、
生産経費 など

認定
農業者、
生産者
組織
等

農業法人
等

認定
農業者
等

企業参入・
支援室

園芸振興課

新規就業・
経営体支援課

1/2

1/2
等

1/2
等

1/2

●令和６年度以降に大規
模園芸団地で営農開始し
た経営体
●売上3,000万円以上（見
込含）  など
●概ね2a以上
●地域産地協議会の産地
計画に位置づけ　
●地域計画に位置づけ など
●園芸産地づくり計画（加
工・業務用）に基づく取組
●1 品目当たりの栽培面
積が 0.3ha 以上
●食品・加工企業と契約
締結及び３年後 3ha 以上
の拡大計画を策定 など

定額

0403



プロジェクトチーム

● 参入経営体＝（株）ハマノ果香園　● 団地面積＝22ha
● 参入スケジュール＝H17 進出先決定 → H19 （株）ハマノ果香園設立（県営
事業により園地の造成、定植） → H21.3  カボス 1 万 7000 本を定植した国
内最大のカボス団地完成 / 営農開始 → H24 初収穫 → H31.3 園内に搾汁工
場を建設（R1.10～稼働）
● 活用した支援事業＝旧農山漁村活性化プロジェクト交付金、ブランドを育
む園芸産地整備事業、次世代を担う園芸産地整備事業、加工用原料産地拡大
推進事業、六次産業化サポート体制整備事業

国東市  ｜  かぼす団地参入
企業

団地との出会いから就農を決意

（株）ハマノ果香園
社長  濱野 光展 さん

　地元・広島県の柑橘を中心とする果汁の製造・
販売を行っています。平成 17 年頃、そのラインナップにカボス果汁
を加えたところ評判が良かったんです。当初、大分県の市場から原
料を仕入れていたのですが、市場の担当者さんが県とのご縁を繋い
でくださり、国東市に広大な温州みかんの遊休農地を紹介していた
だきました。農業は未経験で、自分たちで生産するなど思ってもみ
なかったのですが、原料の生産から果汁の製造まで手掛ければ価格
決定に有利なことや、原料を安定して確保できることにメリットを
感じ、参入を決めました。
　何もかも初めてだった私たちにとって有り難かったのは、大規模に
造成された園地にカボスの定植ができたこと。その後も、行政の方が
営農指導に来てくださり、無事に収穫できるようになりました。団地
内では大型機械を活用できるので、なるべく機械化に頼りつつも、か
けるべきところに人手を投じながら収穫量のUPを叶えていきたいと
考えています。

● 参入経営体＝小川香料おおいた佐伯農場（株）　● 団地面積＝8ha
● 参入スケジュール＝H29 進出先決定 / 基盤整備（～R3） → H30.8 小川
香料おおいた佐伯農場（株）設立 / 営農開始 → R3.3 定植開始 → R6.11
初の本格収穫
● 活用した支援事業＝県営経営体育成基盤整備事業（機構連携型）、県営農
業水利施設保全合理化事業、果樹経営支援対策事業、活力あふれる園芸産
地整備事業（産地生産基盤パワーアップ事業活用）、企業等農業参入推進事
業、次代へ繋ぐ園芸産地整備事業

佐伯市  ｜  レモン団地参入
企業

“ PT ” のバックアップに感謝

小川香料おおいた佐伯農場（株）
社長  上野 俊輔 さん

　明治 26年創業の老舗香料メーカーとして、近
年、国産素材の香料開発に力を入れてきました。その中で、日本各
地にある魅力的な素材に出会うとともに、生産者の減少など日本の
農業が抱える問題も目の当たりにし「農業をやってみたい」と思う
ようになりました。そんなある日、紹介してもらったマリンレモン
の摘みたての香りに感動！ それからわずか 1 年あまりでスピード参
入を叶えました。というのも、すでに佐伯市が果樹の耕作放棄地を
集約した大規模な土地が準備できつつあり、大分県、佐伯市、JAグルー
プでプロジェクトチームを結成して、農地の造成から定植、栽培、
収穫までを全面バックアップしてくださったおかげです。
　レモンは、フレーバーにもフレグランスにも使われる王道の香調。
その最も香りの良い時期に収穫できるのが、自社農園を持った最大の
メリットだと感じています。需要に応えるためにも、まずは早期成園
化と安定収穫を目指します。

● 参入経営体＝河野公明、ほか生産者 15名
● 団地面積＝31.3ha　● 経営面積＝8.4ha
● 参入スケジュール＝R1 県営畑地帯総合整備事業 竹田西部３期スタート
（～R9 予定、事業面積 33.8ha、区画整理 / 幹線農道整備 / かんがい施設整
備）  → R4 営農開始
● 活用した支援事業＝県営畑地帯総合整備事業

竹田市  ｜  スイートコーン・キャベツ団地地元
生産者

農地集約で作業効率UP！

竹田市 菅生
竹田西部 3期区 換地委員長  河野 公明 さん

　菅生では、夏はスイートコーン、春秋はキャ
ベツ、冬はニンジンを主力に栽培しています。温暖化の影響で、天
水頼みの作付では十分な収量を得ることが難しくなってきました
が、そんな中でも結果を出せるよう、畑かん用水を活用するなど最
善の努力を続けています。今回の事業は、菅生地区の平井と今にま
たがる34haの土地を整備するもの。大分県酪農振興公社と個人の生
産者たちがそれぞれ所有する土地を集約し区画形状を整え、生産性
の高い大規模圃場が造られたことで、団地内にまとまった農地を確
保することにしました。また、大型のトラクターやトラックが離合
できる広い農道も整備されているので、効率よく作業ができるよう
になりました。
　こうした区画整理の直後は、農地の水はけが変化することがあり
ます。今後、団地への参入を目指す方は、造成後の排水管理が重要
と考えます。

● 参入経営体＝（株）大分サンヨーフーズ　● 団地・経営面積＝22.9ha
● 参入スケジュール＝H20 （株）大分サンヨーフーズ設立→ ～H22 荒廃園
を整備（園地造成、ゆず 1万本新植、園内道路整備等）  / 倉庫改修 / 農業機械
導入 / 新規品目（梅）導入 → H24 ゆず初収穫 / 新規品目（大麦若葉）導入
● 活用した支援事業＝耕作放棄地再生利用推進事業（造成）、ブランドを育む
園芸産地整備事業（新植、用排水施設、園内道路、防除機等機械導入）、企業等
農業参入推進事業（倉庫、トラクター導入）、耕作放棄地再生利用緊急対策交
付金（耕作放棄地解消）、次世代を担う園芸産地整備事業（草刈り機導入）

杵築市  ｜  ゆず団地参入
企業

細やかな経営で成長を実現

（株）大分サンヨーフーズ
社長  東照寺 忍 さん

　飲料の開発・販売を手掛ける（株）サンヨーフ
ーズの長谷公治会長は、杵築市出身。そのご縁で大分県から農業参入
のお話をいただき、会長の「地元に貢献したい」という思いとマッチン
グして（株）大分サンヨーフーズが発足しました。事前に県と市によっ
て集約された耕作放棄地を紹介していただき、もともと植えられてい
た梅に加えて、1万本のゆずを定植。営農開始にあたっては、行政が栽
培計画を立て伴走してくれたことも助かりました。
　大分といえばカボスですが、ゆずを選んだのは全国的にニーズが高
く、生産量を上げられると考えたからです。行政に支援をしていただ
きながら、経営は順調に軌道に乗り、現在の売上は当初の 20倍以上に
成長しています。そのために努力しているのは、やはり品質の維持。ゆ
ずの実を少しでも高く購入していただけるよう、剪定の際に傷の原因
となるトゲを除去するなど、細かな管理を心がけています。
　売上は社員にも還元し、やりがいを持って働ける環境づくりにも気
を配っています。その中から後継者が育ってくれると嬉しいですね。

● 参入経営体＝キュウセツAQUA（株）　● 団地面積＝38ha
● 経営面積＝オリーブ 26.1ha、柑橘・ナッツ 1.0ha
● 参入スケジュール＝H27 国東市常緑果樹研修所跡地（北側）賃貸契約公募
にて審査合格 → H28 協定締結 / オリーブ栽培（16.8ha）開始 → H30 オ
リーブの初収穫 → R1 県営農地耕作条件改善事業 安国寺地区スタート → 
R6 日本最大級のオリーブ園完成
● 活用した支援事業＝県営農地耕作条件改善事業、果樹先導的取組支援事
業、国東市オリーブ苗木購入促進事業

国東市  ｜  オリーブ団地参入
企業

観光農園の実現に向けて

キュウセツAQUA（株）/ 国東クリーブガーデン
アグリ事業部 オリーブ事業推進室長 
大野 貴博 さん

　当社は福岡を拠点に、北部九州を中心に上下水
道の維持管理を手掛けています。会社創設 50 周年の節目に、事業拡
大と地域貢献、社会貢献を考え、農業に参入しました。
　企業ならではのスケールメリットを活かせる大規模農地を探して
いたところ、国東市と出会い、国の常緑果樹研修所跡地で賃貸契約
を結ぶことができました。行政の方々が熱心だったこと、そして国
東市が地域一体となってオリーブ栽培に取り組んでいることが大分
を選んだ決め手となりました。実際、造成から定植、栽培開始から
現在に至るまで県や市の方々には多くのサポートをいただいていま
す。特に、情報の取得や手続きが難しい補助金について、アドバイ
スをいただけたのがありがたかったです。圃場の整備や苗木の購入
などさまざまなことに活用しました。
　現在、栽培しているオリーブの木は約 4500 本。高い品質を追求し、
食用のオイルだけではなくオリーブの特性を活かした化粧品の開発
にも力を入れています。将来は観光農園化も目指し、売上の向上と
ともに、さらなる地域活性化にも貢献していきたいと考えています。

● 参入経営体＝尾上誠、ほか生産者 2名
● 団地面積＝5.89ha　● 経営面積＝豊後高田市 5.2ha / 九重町 0.8ha
● 参入スケジュール＝R1 県営水田畑地化推進基盤整備事業 臼野地区ス
タート（R9までの予定、事業面積 5.9ha、区画整理 / 暗渠排水 / 農道舗装等）
→ R2 新規就農 → R6 団地での営農開始
● 活用した支援事業＝県営水田畑地化推進基盤整備事業

豊後高田市  ｜  白ねぎ団地地元
生産者

海外展開も目指したい

豊後高田市 真玉町
尾上 誠 さん

　以前は東京の企業で働いていましたが、家業を
継ぐために帰郷し、令和2年に就農しました。豊後高田市は白ねぎの
産地。もともと呉崎で栽培をしていたのですが、規模拡大を目指し
て土地を探しても、小さな耕作放棄地が多く、ある程度まとまった
農地が見つからないのが悩みどころでした。そんな時、タイミング
良く行政の方から「団地ができるから入植しないか」とお声がけい
ただき、入植を決めました。
　以前から家業を手伝っていたので、白ねぎ栽培のノウハウはあり
ましたが、海に面した団地の土壌は水分や成分のバランスが難し
く、試行錯誤をしているところ。そんな中、県の事業で暗渠排水な
どの設備を整えてくださったり、肥料設計を一緒に考えてくださっ
たりと、行政の方々から手厚いサポートをしていただいています。
おかげで初めて団地で収穫した白ねぎは、いい出来でした！ 今後は
さらに売上を伸ばし、白ねぎがまだ大きく普及していない海外への
輸出も実現したい。夢を持って挑戦を続けます。

大規模園芸団地　事例紹介 ※QRコードを読み込むと、WEBで詳しいストーリーをご覧いただけます
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● 参入経営体＝（株）ハマノ果香園　● 団地面積＝22ha
● 参入スケジュール＝H17 進出先決定 → H19 （株）ハマノ果香園設立（県営
事業により園地の造成、定植） → H21.3  カボス 1 万 7000 本を定植した国
内最大のカボス団地完成 / 営農開始 → H24 初収穫 → H31.3 園内に搾汁工
場を建設（R1.10～稼働）
● 活用した支援事業＝旧農山漁村活性化プロジェクト交付金、ブランドを育
む園芸産地整備事業、次世代を担う園芸産地整備事業、加工用原料産地拡大
推進事業、六次産業化サポート体制整備事業

国東市  ｜  かぼす団地参入
企業

団地との出会いから就農を決意

（株）ハマノ果香園
社長  濱野 光展 さん

　地元・広島県の柑橘を中心とする果汁の製造・
販売を行っています。平成 17 年頃、そのラインナップにカボス果汁
を加えたところ評判が良かったんです。当初、大分県の市場から原
料を仕入れていたのですが、市場の担当者さんが県とのご縁を繋い
でくださり、国東市に広大な温州みかんの遊休農地を紹介していた
だきました。農業は未経験で、自分たちで生産するなど思ってもみ
なかったのですが、原料の生産から果汁の製造まで手掛ければ価格
決定に有利なことや、原料を安定して確保できることにメリットを
感じ、参入を決めました。
　何もかも初めてだった私たちにとって有り難かったのは、大規模に
造成された園地にカボスの定植ができたこと。その後も、行政の方が
営農指導に来てくださり、無事に収穫できるようになりました。団地
内では大型機械を活用できるので、なるべく機械化に頼りつつも、か
けるべきところに人手を投じながら収穫量のUPを叶えていきたいと
考えています。

● 参入経営体＝小川香料おおいた佐伯農場（株）　● 団地面積＝8ha
● 参入スケジュール＝H29 進出先決定 / 基盤整備（～R3） → H30.8 小川
香料おおいた佐伯農場（株）設立 / 営農開始 → R3.3 定植開始 → R6.11
初の本格収穫
● 活用した支援事業＝県営経営体育成基盤整備事業（機構連携型）、県営農
業水利施設保全合理化事業、果樹経営支援対策事業、活力あふれる園芸産
地整備事業（産地生産基盤パワーアップ事業活用）、企業等農業参入推進事
業、次代へ繋ぐ園芸産地整備事業

佐伯市  ｜  レモン団地参入
企業

“ PT ” のバックアップに感謝

小川香料おおいた佐伯農場（株）
社長  上野 俊輔 さん

　明治 26年創業の老舗香料メーカーとして、近
年、国産素材の香料開発に力を入れてきました。その中で、日本各
地にある魅力的な素材に出会うとともに、生産者の減少など日本の
農業が抱える問題も目の当たりにし「農業をやってみたい」と思う
ようになりました。そんなある日、紹介してもらったマリンレモン
の摘みたての香りに感動！ それからわずか 1 年あまりでスピード参
入を叶えました。というのも、すでに佐伯市が果樹の耕作放棄地を
集約した大規模な土地が準備できつつあり、大分県、佐伯市、JAグルー
プでプロジェクトチームを結成して、農地の造成から定植、栽培、
収穫までを全面バックアップしてくださったおかげです。
　レモンは、フレーバーにもフレグランスにも使われる王道の香調。
その最も香りの良い時期に収穫できるのが、自社農園を持った最大の
メリットだと感じています。需要に応えるためにも、まずは早期成園
化と安定収穫を目指します。

● 参入経営体＝河野公明、ほか生産者 15名
● 団地面積＝31.3ha　● 経営面積＝8.4ha
● 参入スケジュール＝R1 県営畑地帯総合整備事業 竹田西部３期スタート
（～R9 予定、事業面積 33.8ha、区画整理 / 幹線農道整備 / かんがい施設整
備）  → R4 営農開始
● 活用した支援事業＝県営畑地帯総合整備事業

竹田市  ｜  スイートコーン・キャベツ団地地元
生産者

農地集約で作業効率UP！

竹田市 菅生
竹田西部 3期区 換地委員長  河野 公明 さん

　菅生では、夏はスイートコーン、春秋はキャ
ベツ、冬はニンジンを主力に栽培しています。温暖化の影響で、天
水頼みの作付では十分な収量を得ることが難しくなってきました
が、そんな中でも結果を出せるよう、畑かん用水を活用するなど最
善の努力を続けています。今回の事業は、菅生地区の平井と今にま
たがる34haの土地を整備するもの。大分県酪農振興公社と個人の生
産者たちがそれぞれ所有する土地を集約し区画形状を整え、生産性
の高い大規模圃場が造られたことで、団地内にまとまった農地を確
保することにしました。また、大型のトラクターやトラックが離合
できる広い農道も整備されているので、効率よく作業ができるよう
になりました。
　こうした区画整理の直後は、農地の水はけが変化することがあり
ます。今後、団地への参入を目指す方は、造成後の排水管理が重要
と考えます。

● 参入経営体＝（株）大分サンヨーフーズ　● 団地・経営面積＝22.9ha
● 参入スケジュール＝H20 （株）大分サンヨーフーズ設立→ ～H22 荒廃園
を整備（園地造成、ゆず 1万本新植、園内道路整備等）  / 倉庫改修 / 農業機械
導入 / 新規品目（梅）導入 → H24 ゆず初収穫 / 新規品目（大麦若葉）導入
● 活用した支援事業＝耕作放棄地再生利用推進事業（造成）、ブランドを育む
園芸産地整備事業（新植、用排水施設、園内道路、防除機等機械導入）、企業等
農業参入推進事業（倉庫、トラクター導入）、耕作放棄地再生利用緊急対策交
付金（耕作放棄地解消）、次世代を担う園芸産地整備事業（草刈り機導入）

杵築市  ｜  ゆず団地参入
企業

細やかな経営で成長を実現

（株）大分サンヨーフーズ
社長  東照寺 忍 さん

　飲料の開発・販売を手掛ける（株）サンヨーフ
ーズの長谷公治会長は、杵築市出身。そのご縁で大分県から農業参入
のお話をいただき、会長の「地元に貢献したい」という思いとマッチン
グして（株）大分サンヨーフーズが発足しました。事前に県と市によっ
て集約された耕作放棄地を紹介していただき、もともと植えられてい
た梅に加えて、1万本のゆずを定植。営農開始にあたっては、行政が栽
培計画を立て伴走してくれたことも助かりました。
　大分といえばカボスですが、ゆずを選んだのは全国的にニーズが高
く、生産量を上げられると考えたからです。行政に支援をしていただ
きながら、経営は順調に軌道に乗り、現在の売上は当初の 20倍以上に
成長しています。そのために努力しているのは、やはり品質の維持。ゆ
ずの実を少しでも高く購入していただけるよう、剪定の際に傷の原因
となるトゲを除去するなど、細かな管理を心がけています。
　売上は社員にも還元し、やりがいを持って働ける環境づくりにも気
を配っています。その中から後継者が育ってくれると嬉しいですね。

● 参入経営体＝キュウセツAQUA（株）　● 団地面積＝38ha
● 経営面積＝オリーブ 26.1ha、柑橘・ナッツ 1.0ha
● 参入スケジュール＝H27 国東市常緑果樹研修所跡地（北側）賃貸契約公募
にて審査合格 → H28 協定締結 / オリーブ栽培（16.8ha）開始 → H30 オ
リーブの初収穫 → R1 県営農地耕作条件改善事業 安国寺地区スタート → 
R6 日本最大級のオリーブ園完成
● 活用した支援事業＝県営農地耕作条件改善事業、果樹先導的取組支援事
業、国東市オリーブ苗木購入促進事業

国東市  ｜  オリーブ団地参入
企業

観光農園の実現に向けて

キュウセツAQUA（株）/ 国東クリーブガーデン
アグリ事業部 オリーブ事業推進室長 
大野 貴博 さん

　当社は福岡を拠点に、北部九州を中心に上下水
道の維持管理を手掛けています。会社創設 50 周年の節目に、事業拡
大と地域貢献、社会貢献を考え、農業に参入しました。
　企業ならではのスケールメリットを活かせる大規模農地を探して
いたところ、国東市と出会い、国の常緑果樹研修所跡地で賃貸契約
を結ぶことができました。行政の方々が熱心だったこと、そして国
東市が地域一体となってオリーブ栽培に取り組んでいることが大分
を選んだ決め手となりました。実際、造成から定植、栽培開始から
現在に至るまで県や市の方々には多くのサポートをいただいていま
す。特に、情報の取得や手続きが難しい補助金について、アドバイ
スをいただけたのがありがたかったです。圃場の整備や苗木の購入
などさまざまなことに活用しました。
　現在、栽培しているオリーブの木は約 4500 本。高い品質を追求し、
食用のオイルだけではなくオリーブの特性を活かした化粧品の開発
にも力を入れています。将来は観光農園化も目指し、売上の向上と
ともに、さらなる地域活性化にも貢献していきたいと考えています。

● 参入経営体＝尾上誠、ほか生産者 2名
● 団地面積＝5.89ha　● 経営面積＝豊後高田市 5.2ha / 九重町 0.8ha
● 参入スケジュール＝R1 県営水田畑地化推進基盤整備事業 臼野地区ス
タート（R9までの予定、事業面積 5.9ha、区画整理 / 暗渠排水 / 農道舗装等）
→ R2 新規就農 → R6 団地での営農開始
● 活用した支援事業＝県営水田畑地化推進基盤整備事業

豊後高田市  ｜  白ねぎ団地地元
生産者

海外展開も目指したい

豊後高田市 真玉町
尾上 誠 さん

　以前は東京の企業で働いていましたが、家業を
継ぐために帰郷し、令和2年に就農しました。豊後高田市は白ねぎの
産地。もともと呉崎で栽培をしていたのですが、規模拡大を目指し
て土地を探しても、小さな耕作放棄地が多く、ある程度まとまった
農地が見つからないのが悩みどころでした。そんな時、タイミング
良く行政の方から「団地ができるから入植しないか」とお声がけい
ただき、入植を決めました。
　以前から家業を手伝っていたので、白ねぎ栽培のノウハウはあり
ましたが、海に面した団地の土壌は水分や成分のバランスが難し
く、試行錯誤をしているところ。そんな中、県の事業で暗渠排水な
どの設備を整えてくださったり、肥料設計を一緒に考えてくださっ
たりと、行政の方々から手厚いサポートをしていただいています。
おかげで初めて団地で収穫した白ねぎは、いい出来でした！ 今後は
さらに売上を伸ばし、白ねぎがまだ大きく普及していない海外への
輸出も実現したい。夢を持って挑戦を続けます。

大規模園芸団地　事例紹介 ※QRコードを読み込むと、WEBで詳しいストーリーをご覧いただけます

0605



10＋
プロジェクト

大分県
大規模園芸団地

大分県農林水産部 農林水産企画課
農業成長産業化推進班

ten plus

R8.3 月末

県内地方機関 窓口

▼ 別府市 / 杵築市 / 国東市 / 姫島村 / 日出町

大分県東部振興局 企画・農政班
国東市国東町安国寺 786-1（国東総合庁舎）
TEL. 0978-72-0409

▼ 大分市 / 臼杵市 / 津久見市 / 由布市

大分県中部振興局 企画・農政班
大分市府内町 3-10-1（大分県庁舎別館）
TEL. 097-506-5732

▼ 佐伯市

大分県南部振興局 企画・農政・就農班
佐伯市長島町 1-2-1（佐伯総合庁舎 ）
TEL. 0972-24-8645

▼ 竹田市 / 豊後大野市

大分県豊肥振興局 企画・農政班
竹田市大字竹田字山手 1501-2（竹田総合庁舎）
TEL. 0974-63-1172

▼ 日田市 / 九重町 / 玖珠町

大分県西部振興局 企画・農政班
日田市城町 1-1-10（日田総合庁舎）
TEL. 0973-22-2585

▼ 中津市 / 豊後高田市 / 宇佐市

大分県北部振興局 企画・農政班
宇佐市大字法鏡寺 235-1（宇佐総合庁舎）
TEL. 0978-32-1621

大規模園芸団地 全体窓口

大分県農林水産部 農林水産企画課 農業成長産業化推進班
大分県大分市大手町 3丁目 1番 1号 　TEL. 097-506-3552　FAX. 097-506-1757

MAIL. a15000@pref.oita.lg.jp

▶ 地域農業振興課 ........................................TEL. 097-506-3572 
▶ 新規就業・経営体支援課 .........................TEL. 097-506-3598 
▶ 企業参入・支援室.....................................TEL. 097-506-3587 
▶ 農地活用・営農推進課 .............................TEL. 097-506-3593 
▶ 園芸振興課 ................................................TEL. 097-506-3576
▶ 農地計画課 ................................................TEL. 097-506-3705
▶ 農地・農村整備課.....................................TEL. 097-506-3713

ど

んな
ことで

も

ご

相談
くださ

い

県関係課室 窓口

https://www.pref.oita.jp/site/nourinsuisan/daikiboengeidanti.html

大規模園芸団地 10+プロジェクトの情報は
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